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◆ （参考）役職定年制の特例

・管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例（特例任用）
任命権者は、管理監督職を占める職員について、管理監督職勤務上限年齢による降任等（他の官職への異動）により、以下の

①～③のいずれかに該当するため、公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、当該職員を引き続き管理監督職として勤務さ
せることができます。
① 職員の職務の遂行上の特別の事情がある場合
② 職員の職務の特殊性によりそのポストの欠員の補充が困難となる場合
③ 当該管理監督職が特定の管理監督職グループ（※）に属しており、当該グループ内の欠員の補充が困難となる場合
（※）職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職（指定職を除く。）で、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の

事情がある管理監督職として人事院規則で定めるもの

・特例任用の再延長
任命権者は、上記要件が継続している場合には、人事院の承認を得て、１年以内の期間内で再延長ができます。

（①と②の要件の場合は最長３年、③の要件の場合は定年退職日まで（最長５年））

【国家公務員法第81条の２～第81条の５】







◆ 定年前再任用短時間勤務制の導入
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60歳に達した日
（＝60歳の誕生日の前日）

▼

（常勤職員）

60歳に達した日以後に退職した者を、定年前再任用
短時間勤務職員として再任用することができる

定年退職日相当日（定年年齢（引上げ期間中は61～64歳。
完成後は65歳）に達した日以後の最初の３月31日）

▼

常勤職員を退職
（退職手当支給）

（定年前再任用短時間勤務職員）

定年前再任用短時間勤務制の概要

・60歳に達した日以後、定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用（任期は65歳まで）
することができる「定年前再任用短時間勤務制」が導入されます。

・定年前再任用短時間勤務職員の任期は、常勤職員の定年退職日に当たる日までとなります。
（勤務時間、給与の仕組み等は、現行の再任用制度（短時間勤務）と同様の取扱いを基本とする。）

【国家公務員法第60条の２】

 採用方法：従前の勤務実績等に基づく選考採用
 任期：採用の日から定年退職日相当日（常勤職員の定年退職日）まで
 再任用後、定年前再任用短時間勤務職員を常勤職員に異動させることはできないが、新たに常勤職員に採用することは可能



◆ 暫定再任用制度
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・定年の段階的な引上げ期間中は、経過措置として６５歳まで再任用できるよう現行の再任用制度と
同様の仕組み（暫定再任用制度）が措置されます。

（任期、勤務時間、給与の仕組み等は、現行の再任用制度と同様の取扱いを基本とする。）

【改正法附則第４条～第７条】

・ 任命権者は、次に掲げる者のうち、65歳に到達する年度の末日までの間にある者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、１年を超えな
い範囲内で任期を定めて暫定再任用（フルタイム／短時間）することができます。

・対象者
① 定年退職又は勤務延長後退職した者（施行日前に勤務延長し、施行日後に退職した者を含む）
② 勤続期間その他の事情を考慮して①に準ずる者として人事院規則で定める者等
※ 暫定再任用することができるのは、採用しようとする者が、採用しようとする官職の引上げ前の現行定年年齢に達している場合に限る。
※ 現行再任用制度で再任用されて施行日を迎えた職員は、施行日において暫定再任用職員として採用されたものとみなされます（任期は従前の再任用職員としての
任期の残任期間と同じ）。

暫定再任用（施行日前に退職した者）の概要

・ 任命権者は、次に掲げる者のうち、65歳に到達する年度の末日までの間にある者を、令和13年度までの間、従前の勤務実績等に基づく選考
により、１年を超えない範囲内で任期を定めて暫定再任用（フルタイム／短時間）することができます。

・対象者
① 定年退職又は勤務延長後退職した者
② 定年前再任用短時間勤務職員として採用された後、任期満了で退職した者
③ 勤続期間その他の事情を考慮して①・②に準ずる者として人事院規則で定める者等
※ 暫定再任用することができるのは、採用しようとする者が、採用しようとする官職の引上げ期間中の定年年齢又は完成後の定年年齢に達している場合に限る。
※ 定年前再任用短時間勤務職員として採用することができる場合は、暫定再任用(短時間)職員として採用することはできません。

暫定再任用（施行日以後に退職した者）の概要
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◆ 情報提供・意思確認制度

・任命権者は、職員が60歳（※）に達する年度の前年度に、60歳以後の任用・給与・退職手当の制度に関する情報提供を行った
上で、職員の60歳以後の勤務の意思確認を行います。

（※）現行の特例定年の職員に相当する職員として人事院規則で定める職員については、当該特例定年の年齢

【国家公務員法附則第９条】
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